
平成３０年度「西京結び」事業に係る企画・運営等業務委託 

募集要項 

 

１ 趣旨 

 西京区では，自治会や各種団体などの地域に根ざした活動に加えて，西京区内でまちづくり

活動をしている人材や団体をつなげ，将来にわたり地域の活性化を担う新しいつながりを構築

する「西京結び」事業を平成２９年度に実施した。全５回にわたり，のべ約１００名の方が参

加し，参加者同士が交流を深めるとともに，参加者主導による複数のプロジェクトが生まれ，

活動の具体化が進められている。 

 各プロジェクトの取組を継続的に支援し，区民主体のまちづくり活動の一層の活性化を図る

ことを目的として，平成３０年度も「西京結び」事業を実施するに当たり，本事業の企画・運

営等を行う事業者を公募型プロポーザル方式により募集する。 

 

２ 応募資格 

 次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

⑴ 本市競争入札参加資格者名簿に登録している者にあっては，参加申請時において，京都市

競争入札参加停止取扱要綱に基づく参加停止措置を受けていないこと。 

⑵ 本市競争入札参加資格者名簿に登録されていない者にあっては，応募申請時現在にて，引

き続き１年以上営業等を行っており，かつ，納税義務者にあっては，消費税及び地方消費税，

市町村民税及び固定資産税を完納していること。 

⑶ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同第５号に規定する暴力

団密接関係者でないこと。 

⑷ 過去５年以内に本業務と類似するまちづくり事業（住民主体で運営するイベント等の企画

支援，人材・団体のネットワークづくり等）の企画立案等の業務を実施した実績があること。 

⑸ 上記⑷の業務実績を有する業務責任者を配置できること。 

 

３ 募集期間 

 平成３０年４月６日（金）から平成３０年４月２０日（金）まで 

 

４ 委託内容 

 別紙「平成３０年度「西京結び」事業に係る企画・運営等業務委託仕様書」のとおり 

 

５ 応募手続等 

⑴  提出書類 

 応募者は，次に掲げる書類を提出すること。 

ア  企画提案書【様式１】 

イ 受託希望金額に関する見積書及び内訳書 

  （様式任意。ただし，見積金額の合計は８⑶に掲げる金額を上限とする。） 

ウ 事業者の概要（業務体制，営業内容等）がわかる資料（様式任意） 



エ 過去５年以内に実施した，本業務と類似する業務の概要がわかる資料 

  （様式任意。ただし，１つの業務につき２ページ以内とする。） 

 ※ ア～エの書類は全てＡ４サイズで作成・印刷すること。 

 

⑵  提出部数 

５⑴に掲げる提出書類 各６部 

提出された書類は，返却しない。また，選定審査以外の目的には使用しない。 

 

⑶  提出期限 

 平成３０年４月２０日（金） 

 

⑷  提出方法 

 応募書類は，郵送又は持参により提出すること。 

  持参する場合は，平日の午前９時から午後５時まで（ただし，正午から午後１時までを除

く｡）。郵送の場合は当日必着とする。 

 

⑸  提出先 

〒６１５－８５２２ 

京都市西京区上桂森下町２５－１ 

西京区役所地域力推進室（まちづくり推進担当：桝田，中嶋） 

電 話 ：０７５－３８１－７１９７ 

ＦＡＸ：０７５－３９１－０５８３ 

Ｅメール：nishikyo-machi@city.kyoto.lg.jp 

 

６  募集内容等に係る質問 

⑴   受付期限 

  平成３０年４月１３日（金）午後５時 

 

⑵  質問方法 

  質問票【様式２】を郵送，持参，ＦＡＸ又はＥメールで提出すること。 

 

⑶  提出先 

  ５⑸に同じ。 

  受け付けた質問には，平成３０年４月１７日（火）までに回答する。 

 

７ 審査・決定等 

⑴   審査及び選定方法 

 提出された応募書類に基づき，当区が開催する審査会において，別に定める審査要領によ

り提案内容を審査する。 



⑵  結果の通知及び公表 

   審査による選定結果，参加した事業者，評価点等は，企画提案書を提出した応募者に対し，

文書により通知するとともに，ホームページで公表する。 

 

８  委託契約 

⑴  契約時期 

   平成３０年４月下旬予定 

 

⑵  契約期間 

   契約締結の日から平成３１年３月３１日（日）まで 

 

⑶  契約金額の上限 

   ９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

⑷  成果物 

   ア  業務実施報告書 一式 

  イ  本業務で取得又は作成した資料  一式 

  ウ  上記ア，イに係る電子データ（ＤＶＤ－Ｒ） 

エ その他西京区長が必要と求める資料 

 

⑸  委託料の支払い 

 委託業務に要した経費の額と契約金額のいずれか低い額を支払う。 

 委託料の支払いは，委託業務等の終了の後，受託者の請求に基づき支払うものとする。 

 

⑹ その他 

ア 契約後において提出書類に虚偽の記載が行われていることが判明した場合は，契約を取

り消すことがある。 

イ 当該事業について，他の団体に一括して再委託することはできない。当該事業の一部を

委託する場合は，西京区役所と事前に協議するものとする。 

ウ 本業務の実施により得られた成果は，西京区役所に帰属する。 

エ 受託者は，本業務の遂行に当たっては，適宜，西京区役所と打合せを行い，業務の進行

状況の報告等を行う。 

オ 受託者は，個人情報を適切に管理するとともに，業務に際して知り得た秘密を他に漏ら

し，又は自己の利益のために利用してはならない。これは，業務委託終了後についても同

様とする。 

 


